
eスマート倶楽部会員規約 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 ｅスマート倶楽部の会員及び運営については、他の規定に特別の定めがある場合

を除くほか、この規約の定めるところによります。 

（定義） 

第２条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところに

よります。 

(1) 当社  日本トーター株式会社をいいます。 

(2) 会員カード等  会員カード及びｅスマート倶楽部の運営に必要な装置をいいます。 

(3) 電子マネー  会員カード等に円単位で記録される金銭的価値をいいます。 

(4) チャージ  当社が指定する方法で会員カード等に電子マネーを積み増しすること

をいいます。 

(5) スマートポイント ｅスマート倶楽部の利用に応じて積み増しされるポイントをい

います。 

(6) 特典  スマートポイントの交換対象となる商品又はサービスを受ける権利をいい

ます。 

(7) 提携ポイント  提携会社が提供するポイントサービスで利用することができるポ

イントをいいます。 

(8) 会員等  会員及び入会を希望する方をいいます。 

（運営） 

第３条 ｅスマート倶楽部は、当社が運営します。 

（規約の変更） 

第４条 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法により会員に通知することによ

り、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において、その予告

期間内に、会員が第１１条（退会）に基づき退会手続きをしない場合は、会員は、その

変更を承諾したものとみなします。 

 

第２章 会員 

 

（会員資格の条件） 

第５条 会員は、この規約その他の当社が定める規定を確認し、これらを遵守することを

同意した方で、当社が随時定める会員資格を有している方とします。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、ｅスマート倶楽部に入会することはできません。 

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人又は破産者で復権を得ない者 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は競馬法（昭和２３年７月１３日法律第１５８号）、

自転車競技法（昭和２３年８月１日法律第２０９号）、小型自動車競走法（昭和２５年

５月２７日法律第２０８号）もしくはモーターボート競走法（昭和２６年６月１８日

法律第２４２号）の規定に違反して罰金の刑に処せられた者 

(3) 集団的もしくは常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそ

れがあると認めるに足りる相当な理由がある者 

(4) 他人の生命もしくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相

当な理由がある者 

(5) 当社から連絡することができる電話番号を有していない者 

(6) 入会申し込み以前に、この規約の違反その他の理由により除名処分を受けたことが

ある者 

(7) 既に会員であって二重に会員資格を得ようとする者 

(8) その他当社が会員として不適正であると判断した者 

（入会） 

第６条 入会を希望する方は、当社所定の申し込み手続きを行い、当社の承認を受けた上

で、入会金及び会費を納入することにより、会員となります。 

（会員カード） 

第７条 当社は、会員に対し、会員カードを交付します。 

２ 当社は、劣化により会員カードがその機能を失った場合は、会員が現に有する会員カ

ードと引き換えに、無償で新たに会員カードを交付します。 

（暗証番号） 

第８条 当社は、会員が指定する会員カードの暗証番号を設定します。 

２ 暗証番号の変更を希望する会員は、当社所定の変更手続きを行い、暗証番号を変更す

ることができます。 

（会員資格の有効期間） 

第９条 会員資格の有効期間は、入会した日から当社が指定する日までとします。 

（更新） 

第１０条 会員資格の継続を希望する会員は、会員資格の有効期間が満了する日の前日ま

でに、当社所定の更新手続きを行い、会費を納入することにより、会員資格の有効期間

を当社が新たに指定する日までの期間に更新することができます。 

（退会） 

第１１条 会員は、退会を希望する場合は、当社所定の退会手続きを行うものとし、当社

の手続きの完了をもって、退会します。 

（除名等） 

第１２条 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知又は

催告をすることなく、除名又は会員資格の一時停止をすることができます。 

(1) 入会手続きに係る書類に虚偽の記載をして提出したことが判明した場合 

(2) 第５条（会員資格の条件）第２項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合 

(3) 第２３条（禁止事項）各号のいずれかの行為をしたと当社が判断した場合 

(4) この規約その他の当社が定める規定に違反した場合 

（会員資格の喪失） 

第１３条 会員は、次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。 

(1) 会員資格の有効期間の満了 

(2) 退会又は除名 

(3) 死亡 

 

第３章 会員の権利及び義務 

 

（自己責任の原則） 

第１４条 会員は、ｅスマート倶楽部を利用してなされた一切の行為及びその結果につい

て一切の責任を負わなければなりません。 

２ 会員は、ｅスマート倶楽部の利用に関して、問い合わせ、苦情その他の意見又は紛争

が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決しなければなりません。 

３ 会員は、ｅスマート倶楽部を利用してなされた行為に起因して、第三者に損害を与え

た場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。 

（会員カードの管理） 

第１５条 会員は、会員カード及び暗証番号を善良な管理者の注意をもって保管及び管理

をしなければなりません。 

（入会金等の納入） 

第１６条 会員は、当社が定める方法にて、入会金及び会費を当社に納入しなければなり

ません。 

２ 納入された入会金及び会費は、理由の如何を問わず、返還しません。 

（会員カードの提示） 

第１７条 会員は、ｅスマート倶楽部を利用する際に当社が求めた場合は、会員カードを

提示しなければなりません。 

（会員カードの紛失及び盗難等） 

第１８条 会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由により、会員カードを使用することが

できなくなった場合は、速やかに当社に届け出るとともに、当社所定の会員カード再発

行手続きを行わなければなりません。この場合において、別に定める手数料を当社が定

める方法にて、当社に納入しなければなりません。 

２ 前項に規定する場合において、会員カードを用いてなされた行為に起因して、当社に

損害が生じた場合は、会員は、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。 

（会員カードの返還） 

第１９条 会員は、その資格を喪失した場合は、速やかに会員カードを返還しなければな

りません。 

（会員資格の譲渡の禁止等） 

第２０条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与をすることはできません。 

２ 会員は、その資格に質権、抵当権、譲渡担保権その他の権利を設定することはできま

せん。 

（変更の届出） 

第２１条 会員は、申し込み手続きを行った際の届出事項に変更があった場合は、当社所

定の手続きにより、速やかに届出をしなければなりません。 

（異議申し立て） 

第２２条 会員は、ｅスマート倶楽部の利用について異議がある場合は、その利用した日

から３か月以内に、当社に異議を申し立てなければなりません。 

（禁止事項） 

第２３条 会員は、ｅスマート倶楽部の利用にあたり、次の各号に該当する行為を行って

はなりません。 

(1) 会員カードの偽造もしくは変造又は不正に作成された会員カードの使用 

(2) 寄付の募集 

(3) 広告、宣伝、印刷物の配布、物品の販売その他の営業行為 

(4) 選挙の事前活動、選挙運動その他の政治的活動 

(5) 宗教の宣伝、宗教団体の設立、宗教団体への加入の勧誘、宗教的結社その他の宗教

活動 

(6) 他の会員又は当社に迷惑、不利益又は損害を与える行為 

(7) 他の会員又は当社の財産を侵害する行為 

(8) 他の会員又は当社に対する差別又は誹謗中傷 

(9) 他の会員又は当社の名誉又は信用を毀損する行為 

(10) 当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為 

(11) 当社又は第三者になりすます行為 

(12) ｅスマート倶楽部の運用に支障を与える行為 

(13) その他法令又は公序良俗に違反する行為 

(14) 前各号のいずれかの行為を援助又は助長する行為 

(15) 前各号のいずれかの行為をするおそれがある行為 

(16) その他当社が別に定める行為 

 

第４章 入会金及び会費 

 

（入会金及び会費） 

第２４条 ｅスマート倶楽部の利用に関する入会金及び会費については、別に定めるとこ

ろによります。 

 

第５章 運営 

 

（サービス内容の変更等） 

第２５条 当社は、事前に会員に通知することなく、サービスの内容又は名称を変更する

ことがあります。 

２ 当社は、サービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に

基づき個別の料金を会員に求めることができます。 

（サービスの一時停止） 

第２６条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することな

く、サービスを一時的に停止することがあります。 

(1) 設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合 

(2) 天災、火災、停電、戦争、暴動、労働争議その他の事由によりサービスの提供がで

きなくなった場合 

(3) 運用上又は技術上の理由によりサービスの一時的な中断が必要であると当社が判断



した場合 

(4) その他当社が別に定める場合 

（サービスの中止） 

第２７条 当社は、サービスの全部又は一部を中止することがあります。この場合におい

て、当社は、当社所定の方法により、その中止する日の３か月前までにその旨を会員に

通知します。 

（免責） 

第２８条 当社は、次の各号に掲げる場合は、一切の責任を負いません。 

(1) 第１８条（会員カードの紛失及び盗難等）に規定する事由の如何にかかわらず、第

三者が会員カードを用いてなされた行為に起因して、会員又はその第三者以外の者に

損害が生じた場合 

(2) 第２６条（サービスの一時停止）に基づくサービスの一時的な中断に起因して、会

員に損害が生じた場合 

(3) サービスの提供に起因して、会員又は第三者に損害が生じた場合 

(4) サービスを利用したこと又はサービスを利用できなかったことにより、会員に損害

が生じた場合 

(5) 特典の第三者による不正な受け取り、配送遅延、紛失又は盗難により、会員に損害

が生じた場合 

(6) 提携会社が提供するポイントサービスにより、会員に損害が生じた場合 

(7) その他会員がこの規約に違反したことに起因して、会員又は第三者に損害が生じた

場合 

 

第６章 電子マネーサービス 

 

（電子マネーサービス） 

第２９条 電子マネーサービスの内容については、別に定めるところによります。 

 

第７章 ポイントサービス 

 

（スマートポイントの取得） 

第３０条 会員は、当社が指定する行為を行った場合は、当社が指定するスマートポイン

トを取得することができます。 

２ スマートポイントを取得する比率については、別に定めるところによります。 

（スマートポイントの交換） 

第３１条 会員は、当社所定の方法により、取得したスマートポイントを特典と交換し、

又は提携ポイントに移行することができます。 

２ スマートポイントを提携ポイントに移行する比率については、別に定めるところによ

ります。 

３ スマートポイントを提携ポイントに移行する際の期間又は条件については、別に定め

るところによるほか、提携会社が定めるところによります。 

４ 会員は、スマートポイントを取得した日以後にそのスマートポイントを利用すること

ができます。 

（特典） 

第３２条 会員は、次の各号のいずれかの方法により、特典を受け取ることができます。 

(1) 第６条（入会）に規定する申し込み手続きの際に記載された住所への送付 

(2) 当社が指定する場所における引き渡し 

２ 当社が前項第１号の方法により特典を手配したにもかかわらず、その特典が当社に返

送された場合は、会員は、その特典を受け取る権利を失います。 

（スマートポイントの取消等） 

第３３条 当社は、会員がこの規約又は会員規約に違反した場合は、事前に会員に通知又

は催告をすることなく、スマートポイントの全部もしくは一部を取り消し、又はスマー

トポイントの取得もしくは利用を停止することができます。 

（スマートポイントの有効期間） 

第３４条 スマートポイントの有効期間は、最後にスマートポイントを取得した日から１

年間が経過するまでの期間とします。 

（スマートポイントの失効） 

第３５条 会員は、会員資格を喪失した場合は、直ちにスマートポイントに関する一切の

権利を失います。 

（制限事項） 

第３６条 会員は、ポイントサービスを利用するにあたり、次の各号に該当する行為を行

うことはできません。 

(1) 他の会員又は第三者へのスマートポイントの譲渡 

(2) 他の会員が所有するスマートポイントとの合算 

(3) スマートポイントの換金 

(4) 第三者による特典交換の申し込み又は特典の受領 

(5) 特典交換の申し込みの取り消し 

(6) 特典の返還 

(7) スマートポイントの返還請求 

(8) 提携ポイントのスマートポイントへの移行 

 

第８章 個人情報 

 

（個人情報の保護及び管理） 

第３７条 会員等は、当社が必要な保護措置を行った上で、次の各号に掲げる会員等の個

人情報をこの規約に基づき取り扱うことに同意します。 

(1) 氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び暗証番号 

(2) 前号のほか、第６条（入会）又は第１１条（退会）に基づき会員等が届け出た事項 

(3) 会員等が提出した住民票の写しその他公的機関が発行する書類の記載事項 

（個人情報の利用目的） 

第３８条 当社は、会員等の個人情報を次の各号に掲げる利用目的を達成するために必要

な範囲内で利用します。 

(1) 会員カードの発行 

(2) 更新手続きのための書類の送付 

(3) 各種サービスの提供 

(4) 各種サービス、特典、キャンペーンその他の事項のご案内 

(5) アンケート調査の実施及びアンケート調査のご協力に対する謝礼の贈呈 

(6) 懸賞の抽選、懸賞当選の通知及び賞品の配送 

(7) 会員等からのお問い合わせ、ご要望その他の事項への回答又は対応 

(8) 個人情報の取り扱いに関する会員等の同意を得るための書類もしくは電子メールの

送付又は電話連絡 

(9) その他会員等から同意を得た範囲内における利用 

２ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、個人情報を取り

扱うことができます。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、会員等の同意を

得ることが困難であるとき 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

会員等の同意を得ることが困難であるとき 

(4) 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、会員等の同意を得ることにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

（個人情報の開示、訂正及び削除） 

第３９条 会員等は、当社所定の方法により、当社に対して、当社が保有する自己に関す

る個人情報を開示するよう請求することができます。 

２ 当社が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合は、

当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。 

（提携会社への提供） 

第４０条 当社は、次の各号に掲げる会員等の個人情報を提携会社に提供します。 

(1) 第３７条（個人情報の保護及び管理）第１号の個人情報（暗証番号を除く。） 

(2) 会員ＩＤ及びスマートポイント 

２ 提携会社は、会員等の個人情報を次の各号に掲げる利用目的を達成するために必要な

範囲内で利用します。 

(1) 第３８条（個人情報の利用目的）第１項第３号及び第４号の利用目的 

(2) その他提携会社が定める利用目的 

３ 提携会社に会員等の個人情報を受け渡す場合において、その会員等の個人情報を管理

する責任を有する者は、次のとおりとします。 

(1) インターネットその他の情報通信ネットワークにより受け渡すときは、次の各号に

掲げる者 

① 当社が管理する装置から提携会社が管理する装置に電子データが送信されるま

では、当社 

② 当社が管理する装置から提携会社が管理する装置に電子データが正常に送信さ

れた後は、提携会社 

(2) 媒体により受け渡すときは、次の各号に掲げる者 

① 当社が当社指定の運輸業者に引き渡すまでは、当社 

② 当社指定の運輸業者が当社から引き受け、提携会社に引き渡すまでは、運輸業者 

③ 提携会社が当社指定の運輸業者から引き受けた後は、提携会社 

（委託先への提供） 

第４１条 当社は、次の各号に掲げる場合は、個人情報を第三者に提供します。 

(1) 個人情報のデータの入力に関する業務を委託する場合 

(2) 各種案内もしくは書類の送付又は賞品もしくは特典の配送に関する業務を委託する

場合 

(3) 個人情報が保存されている電子計算機の保守に関する業務を委託する場合 

（個人情報の取り扱いに関する不同意） 

第４２条 当社は、会員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を断り、又は第

１１条（退会）に基づき退会手続きをとることがあります。 

(1) 第６条（入会）に規定する申し込み手続きに必要な事項の記載を希望しない場合 

(2) 本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合 

（保存期間） 

第４３条 当社は、次の各号に掲げる方の個人情報をその各号に定める日から１年間保存

します。 

(1) 入会を希望する方  入会を断った日 

(2) 会員  会員資格を喪失した日 

２ 当社は、前項の期間が経過した場合は、個人情報を消去します。但し、法令の規定に

基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。 

 

第９章 その他 

 

（管轄裁判所） 

第４４条 会員と当社との間で生じた問題が解決しない場合は、東京地方裁判所を第一審

の管轄裁判所とします。 


